
議案第１０３号 

川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定について 

川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

平成３０年 ６ 月 ４ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

   川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例 

（川崎市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第１条 川崎市職員退職手当支給条例（昭和２３年川崎市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第１号中「１００分の７０」を「１００分の６７」に改め、同条第

２号中「１００分の１４０」を「１００分の１２８．７９」に改め、同条第

３号中「１００分の１８０」を「１００分の１７８」に改め、同条第４号中

「１００分の１３０」を「１００分の１２８」に改め、同条第５号中「１０

０分の１１０」を「１００分の１０８」に改め、同条第６号中「１００分の

１０２」を「１００分の１００」に改め、同条第７号中「１００分の８３」

を「１００分の８１」に改める。 

第４条第２号中「１００分の１４０」を「１００分の１１０．３８」に改

め、同条第３号中「１００分の１５０」を「１００分の１４９」に改め、同

条第４号中「１００分の１８０」を「１００分の１７９」に改め、同条第５

号中「１００分の１４０」を「１００分の１３８」に改め、同条第６号中「１

００分の１２０」を「１００分の１１８」に改め、同条第７号中「１００分



の１０１．８」を「１００分の９９．８」に改める。 

第５条第１項第２号中「１００分の１８３．５」を「１００分の１５８．

８８」に改め、同項第３号中「１００分の２０９」を「１００分の２０５」

に改め、同項第４号中「１００分の１５１」を「１００分の１４８」に改め、

同項第５号中「１００分の７９．３」を「１００分の７７．３」に改め、同

条第２項第１号中「１００分の１３０」を「１００分の１２５．５」に改め、

同項第２号中「１００分の１４１．５」を「１００分の１２０．７８」に改

め、同項第３号中「１００分の１８０」を「１００分の１７８」に改め、同

項第４号中「１００分の１５１」を「１００分の１４９」に改め、同項第５

号中「１００分の７９．３」を「１００分の７７．３」に改める。 

附則中第１０項を第１１項とし、第９項を第１０項とし、第８項を第９項

とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ 前２項の場合において、移譲日の前日における県条例附則第１９項中「１

００分の８７」とあるのは「１００分の８３．７」と、移譲日の前日にお

ける職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（昭和４８年神

奈川県条例第４９号）附則第３項中「１００分の８７」とあるのは「１０

０分の８３．７」と、移譲日の前日における職員の退職手当に関する条例

の一部を改正する条例（平成１８年神奈川県条例第９号）附則第２条第１

項中「１００分の８７」とあるのは「１００分の８３．７」と、「１０４

分の８７」とあるのは「１０４分の８３．７」とする。 

（川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成１９年川崎

市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項の表を次のように改める。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 



第３条 ４５年 ４３年 

第３条第１号 １００分の７５ １００分の６７ 

第３条第２号 １００分の１４０ １００分の１２８．７

９ 

第３条第３号 １００分の２４０ １００分の１７８ 

第３条第４号 １００分の１６０ １００分の１２８ 

第３条第５号 １００分の１２５ １００分の１０８ 

第３条第６号 １００分の１２０ １００分の１００ 

第３条第７号 １００分の１１０．６ １００分の８１ 

第４条第１項第１号 １００分の１００ １００分の８０ 

第４条第１項第２号 １００分の１４５ １００分の１１０．３

８ 

第４条第１項第３号 １００分の１９５ １００分の１４９ 

第４条第１項第４号 １００分の２４５ １００分の１７９ 

第４条第１項第５号 １００分の１７０ １００分の１３８ 

第４条第１項第６号 １００分の１２５ １００分の１１８ 

第４条第１項第７号 １００分の１０５．６ １００分の９９．８ 

第４条第２項第１号 １００分の１１５ １００分の８０ 

第４条第２項第２号 １００分の１４８ １００分の１５２．１

８ 

第４条第２項第３号 １００分の２２３ １００分の１７８ 

第４条第２項第４号 １００分の２４８ １００分の１９９ 

第４条第２項第５号 １００分の１７５ １００分の１３９ 

第４条第２項第６号 １００分の１６１．６ １００分の１２６ 



第５条第１項第１号 １００分の１３０ １００分の８０ 

第５条第１項第２号 １００分の１５０ １００分の１５８．８

８ 

第５条第１項第３号 １００分の２５０ １００分の２０５ 

第５条第１項第４号 １００分の１８０ １００分の１４８ 

第５条第１項第５号 １００分の９５．６ １００分の７７．３ 

（川崎市特別職員給与条例の一部改正） 

第３条 川崎市特別職員給与条例（昭和２３年川崎市条例第７１号）の一部を

次のように改正する。 

第７条第１項中「１００分の５４」を「１００分の５２」に、「１００分

の３９」を「１００分の３８」に改める。 

（川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第４条 川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２１年

川崎市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「１００分の３１」を「１００分の３０」に改める。 

（川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第５条 川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成１６年川崎

市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「１００分の３１」を「１００分の３０」に改める。 

（川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第６条 川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成

２７年川崎市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「１００分の３１」を「１００分の３０」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年９月１日から施行する。 



参考資料 

   制 定 要 旨 

国及び他の地方公共団体の退職手当との均衡を考慮して定年等による退職者

に係る退職手当の支給の割合等を引き下げるため、この条例を制定するもので

ある。 


